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子ども・子育て支援事業計画の進捗状況（令和７年度分）に係る 

点検・評価の方法等について 

  

１ 子ども・子育て支援事業計画について 

○ 子ども・子育て支援法では、教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の実

施主体である地方自治体の責務として、それぞれの事業の需要量見込みと確保の内

容、実施時期を定めた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとしていま

す。 

○ 計画に基づく事業の実施状況については、毎年度、点検・評価し、結果を公表す

ることとされています。 

○ また、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には計画の見直しを行うとさ

れています。 

○ このことを踏まえ区では、５か年を 1期とした「杉並区子ども・子育て支援事業

計画」を策定しています。 

〇 令和６年度に第２期の計画期間が終了し、現在の第３期の計画期間は令和７～11

年度までとなっています。 

 

２ 点検・評価の目的 

子ども・子育て支援事業計画の着実な推進を図るため、子ども・子育て会議の

意見を聴き、毎年度における同計画の進捗状況を点検・評価し、必要な措置を講

じるために実施します。 

 

３ 点検・評価の方法 

   第３期の計画期間（令和７～11年度）の初年度の点検・評価となります。 

  点検・評価の方法については昨年度と同様に、次の（１）～（３）の内容により

行います。 

（１） 各所管課にて、令和７年度の各事業の「量の見込み」及び「確保量」の

計画数値と実績値との比較を行います。 

（２） 各所管課にて、令和７年度の取組内容や実績、課題等を示し、実施状況

を踏まえ、今後の見通しと対応の方向性を明示します。 

（３） 点検・評価の結果について、子ども・子育て会議において意見を聴取し

ます。 
※点検・評価に使用する帳票は、裏面の点検・評価票（令和７年度分）を参照。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年８月       点検・評価の実施（各所管課） 

      10月～11月頃  第２回子ども・子育て会議で意見聴取 

12月～     点検・評価票の修正・まとめ 

区ホームページで公表 

資料５ 
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※必須記載事項・・・基本指針で示された「区市町村子ども・子育て支援事業計画」の必須

記載事項。「就学前の教育・保育」の２事業と「地域子ども・子育て支援事業」の 15事業。 

（「子ども家庭計画」79P参照） 


